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～個別避難計画作成における～

【連携体制の構築】

令和４年３月１５日（火） 京都府福知山市

市民総務部危機管理室、福祉保健部社会福祉課
障害者福祉課・高齢者福祉課・地域包括ケア推進課

資料 ４
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危機管理室

★ 被災経験と庁内体制・・・部局間を横断した災害対応体制（一部を抜粋して記載）

災
害
時

・市道の管理
・排水機場・樋門
・排水ポンプ車

・警戒巡視（車両）
・広報活動（車両）
・水防、救助活動
・消防団との連携

・各種データ監視
・避難情報発令
・災害情報管理
・本部運用

・避難場所運用
・福祉避難スペース
・巡回保健師

建設交通部 消防本部 福祉保健部

京都府 福知山市 取組の経緯、作成に向けた決意

平成１６年 台風２３号 （浸水被害 １，４８６戸、死者 ２人）・・・由良川の氾濫
平成２５年 台風１８号 （浸水被害 ７７９戸、死者 ０人）・・・由良川の氾濫
平成２６年 ８月豪雨災害 （浸水被害 ４，５００戸、死者 １人）・・・内水氾濫
平成２９年 台風２１号 （浸水被害 ３２５戸、死者 ０人）・・・内水氾濫
平成３０年 ７月豪雨災害 （浸水被害 １，１０７戸、死者 ０人）・・・内水氾濫

（写真提供 両丹日日新聞社）

平成２６年 ８月豪雨災害 市街地での救助活動平成２５年 台風１８号 由良川水位8.30m：計画高水位7.74m

★ 被災経験と庁内体制・・・福知山市で発生した水害（平成以降を抜粋）
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でも、実際に避難行動をとった住民は・・・
～たった！「１１％」～

【議論すべきテーマ】
①避難のスイッチとなるどんな情報をどのような形で発信するのか
②高齢者や要配慮者等に情報をどのように伝えるのか
③住民をどのように避難誘導するのか
④避難先はどうするのか
⑤避難所の受入れ体制・運営の内容はどうするのか
⑥地域の災害リスクを理解し避難行動につなげるための防災教育の推進

★ 住民意識と避難のあり方検討会・・・福知山市避難のあり方検討会設置（２か年にわたる議論）

福知山市からの避難情報の発令を住民の・・・
～「９６％」が知っていた～

★ 住民意識と避難のあり方検討会・・・平成３０年７月豪雨災害後のアンケート結果

京都府 福知山市 取組の経緯、作成に向けた決意

アンケート結果・・・危機的に捉え、住民の避難に繋げる方策を検討
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福祉部局
・社会福祉課
・障害者福祉課
・高齢者福祉課
・地域包括ケア推進課

・自治会
・自主防災組織
・民生児童委員

地域（共助）

・社会福祉協議会
・ケアマネージャー
・相談支援専門員
・医療関係者
・社会福祉施設

福祉・医療関係者など

★ 令和２年度 庁内プロジェクトチーム結成・・・関係機関、地域と連携して「課題」の抽出

ＰＴ会議

連携

連
携

医療関係者からの相談をきっかけに・・・
在宅酸素利用者の「個別避難計画」完成

一部地域では、地域版防災マップ作成を契機に・・・
地域の共助による災害時要配慮者の避難計画を作成

庁内：福祉と防災が越境・連結

取組のポイント
・「避難行動要支援者名簿」の共有
・要配慮者の避難について意見交換
・地域版防災マップの作成推進
※避難スイッチ、セカンドベスト
※要配慮者の避難

取組のポイント
・災害時の対応をヒアリング
・要配慮者の避難について意見交換
・個別避難計画の必要性を共通認識

庁外：連携

防災部局
・危機管理室

庁内PT：令和２年１０月結成

越境・連結

京都府 福知山市 取組の経緯、作成に向けた決意
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庁内PT：５課１５人が協働

・自治会
・自主防災組織
・民生児童委員

地域（共助）

・社会福祉協議会
・ケアマネージャー
・相談支援専門員
・医療関係者
・社会福祉施設

福祉・医療関係者など

★ 令和３年度 庁内プロジェクトチームの取組・・・内閣府モデル事業へ参加

越境・連結

モデルケース１０件
「個別避難計画」作成

地域版防災マップ作成時において
要配慮者の避難計画の作成推進

庁内・庁外：越境・連結

京都府

・災害対策課
・地域福祉推進課
・中丹西保健所

兵庫県丹波市

越
境
・
連
結

取組のポイント
・「避難行動要支援者名簿」の共有
・民生児童委員研修２回（10/22、11/20）開催
・避難のあり方推進シンポジウム（1/23）開催
・地域版防災マップの作成推進
※避難スイッチ、セカンドベスト
※要配慮者の避難

取組のポイント
・福祉専門職研修（9/11）開催
・避難のあり方推進シンポジウム（1/23）開催
・社会福祉施設対象の研修会（1/25）開催
・福祉避難所の確保
・「個別避難計画」に基づく福祉避難所への直
接避難訓練を実施

・情報交換

・意見交換(7/16)実施
・研修会（11/26、3/14）開催
・先進地の訓練視察（11/27 岡山市）実施
・避難のあり方推進シンポジウム（1/23）開催

・危機管理室
・社会福祉課
・障害者福祉課
・高齢者福祉課
・地域包括ケア推進課

京都府 福知山市 取組のポイント（庁外関係者との課題の共有と、連結による計画作成）



●●　●●●様【災害時の対応フローチャート】 令和3年11月10日作成

【●●川●●水位●ｍ、土砂災害警戒情報】

避難指示発令で 確実な 避難行動を！！

●●●さんの体調 安定

救急車

救助

入院の連絡を

娘さんから高齢者

福祉課へいただく。
24-7013

退院の連絡も

お願いします。

自宅に●さん 不在 自宅に●さん 在宅

※道中、冠水などで身動き

が できなくなったら、その場

で立ち止まり 通報

消防車輌 自家用車

救急車で へ

※他の救急要請が入れば

救助できない可能性あり

自家用車で

①●●●●●●

②●●● ③●●●

④●●● ⑤●●●●●

のいずれかへ

避難支援

避難先

●さんの不在の状況は、ほぼな

し。

●●に住む●●の支援が可能

緊急時には自治会の支援が可

能 → 要調整 ※地域への情

報提供は可能

・●人で自家用車による避難

を実施。

・避難開始の連絡を●さんから高齢

者福祉課へいただく。24-7013

救急車で

〇〇病院へ

搬送

・●●●さんの体調不良

・すでに災害が発生

救助を要請

救急車の派遣

救助隊の派遣

に協力要請

TEL
「今から避難したいので、

移動の手伝いに来てほしい」

※災害の状況によっては、来れ

ない可能性あり

避難完了の連絡を さんから

高齢者福祉課へいただく。
24-7013

帰宅の連絡もお願いします。

避難することがすでに困難な場合

自宅の山とは反対側の２階に避難する。

命を守る行動

避難のスイッチ

支援者の車で

①●●●●●●

②●●● ③●●●

④●●● ⑤●●●●●

のいずれかへ

担当のケアマネージャーと一緒に要配慮者宅を訪問

 「避難スイッチ」・・・河川氾濫のリスクが高いため、
河川水位の上昇で避難が必要

 家族の支援はあるが、浸水が始まる前の適切なタイ
ミングでの確実な避難が必要

 身体状況から、市の広域避難所への避難は困難
（公設福祉避難スペースのある広域避難所は可能）

 「セカンドベスト」・・・次善の避難場所は、イオンの駐
車場 （家族は、ホテルへの避難を希望）

 家族の不在時における地域の避難支援が必要

６

★ 令和３年度 庁内プロジェクトチームの取組・・・「個別避難計画」モデルケースを作成

京都府 福知山市 取組のポイント（庁外関係者との課題の共有と、連結による計画作成）



➀度重なる被災経験
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災害時の連携体制構築

➁避難のあり方検討会

防災⇔意見交換×福祉⇔意見交換
（課題の抽出と共有）

庁内協働体制確立

防災×福祉⇔研修会・シンポジウムの開催
（課題の共有⇒課題の解決に向けて）

Ｈ２５
～
H３０

Ｒ元
～
Ｒ２

Ｒ３

Ｒ２～ 庁内ＰＴ結成（福祉×防災）
協働で、避難行動要支援者名簿

と個別避難計画を検討

➂内閣府モデル事業

庁内連携

Ｈ２７～ 地域版防災マップ
（要配慮者の避難支援）

市と連結し、個別避難計画作成
（モデル１０件）

地域 関係機関

協働で、個別避難計画作成
（モデル１０件）

➀度重なる被災経験

➁避難のあり方検討会

➂内閣府モデル事業

庁外連携

Ｈ２６～
避難行動要支援者名簿の作成

地域×福祉⇒委員として参加

避難スイッチ、セカンドべスト

Ｈ２６～ 避難行動要支援者名簿を共有

Ｈ２６ 災対法改正

Ｒ３ 災対法改正

庁外越境・連結

★ 【連携体制の構築】におけるポイント

京都府 福知山市 令和３年度末時点での課題



★ 個別避難計画（災害時ケアプラン）の全体像

将来を見据えて・・・発災時における要配慮者の避難管理システムの研究
バーコードは、福知山公立大学が開発中の要配慮者避難管理システム

（避難状況と位置情報などを一括管理）

令和３年度末時点での課題京都府 福知山市

★ 「解決すべき課題」・・・令和３年度のモデル事業を通じて

市が主体となって作成する個別避難計画 自主防災組織等が共助で作成する個別避難計画

対象者 ・名簿提供に不同意の方、または、名簿提供に同意された方のうち、
在宅で重度の障害があり自助・共助（家族、親族などや地域の支
援）での避難が困難な方
・浸水、土砂災害のリスクあり

避難支援者 ・民生児童委員、自治会、自主防災組織
・消防団（緊急時のみ）
・民間福祉事業所

計画作成者 ・福知山市（庁内ＰＴ）

作成手法 ・福知山市が主体となり、福祉・医療関係者、中丹西保健所、自治
会、自主防災組織、民生児童委員と連携しながら共同作成

避難場所 ・指定福祉避難所、福祉避難スペースを有する指定緊急避難場所
・ホテルなど

移送方法 ・避難支援者による誘導と避難支援
・民間福祉事業所との連携

対象者 ・名簿提供に同意された方のうち、在宅で軽、中度の障害があり自
助（家族、親族などの支援）での避難が困難な方
・浸水、土砂災害のリスクあり

避難支援者 ・民生児童委員、自治会、自主防災組織
・消防団（緊急時のみ）

計画作成者 ・本人、家族、民生児童委員、自治会、自主防災組織

作成手法 ・地域でのマイマップ（地域版防災マップ）の作成時に作成
※ 名簿提供時に計画の作成を勧奨

避難場所 ・市が開設する広域避難所、
・地域が開設する地区避難所の指定緊急避難場所、知人宅など

移送方法 ・支援者による誘導と避難支援

災害時要配慮者

１ 「計画作成対象者」の優先順位付け！
２ 地域との十分な調整による避難支援者の確保！
３ 避難先や移送手段を確保する多様な関係機関の開拓！
４ 要配慮者の状況変化による適切なタイミングでのプランの見直し！など

８
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・危機管理室
・社会福祉課
・障害者福祉課
・高齢者福祉課
・地域包括ケア推進課

庁内協働（越境・連結拡大）

・自治会
・自主防災組織
・民生児童委員

地域（共助）

・社会福祉協議会
・ケアマネージャー
・相談支援専門員
・医療関係者
・社会福祉施設

福祉・医療関係者など

連結拡大

モデルケース２０件
「個別避難計画」作成

地域版防災マップ作成時において
要配慮者の避難計画の作成推進

京都府

・災害対策課
・地域福祉推進課
・中丹西保健所

兵庫県丹波市

強
化

パターン１
共助の「個別避難計画」作成

パターン２
市が主体の「個別避難計画」作成

意見交換・研修会開催

・消防本部（避難支援者）
・建設交通部（移送手段）
・産業政策部（避難先）

・福祉有償運送（移送手段）
・タクシー（移送手段）
・旅館業組合（避難先）

・消防団（避難支援者） 「個別避難計画」モデル地域を指定

越境・連結：強化・拡大

★ 令和４年度に目指す方向

京都府 福知山市 令和３年度末時点での課題

１ 庁内外の連結を強固にし、更に越境・連結を拡大して関係人口を増加させる！
２ 当事者力、地域力、行政力をしっかり束ねて「個別避難計画」の作成を推進する！



市が主体となって作成する
「個別避難計画」

地域が作成する
「個別避難計画」

名簿提供のみの人
（災害リスクのない人）

（セルフプランで対応の人）

【令和４年１月現在】
対象者の総数 ３，００７名
同意者の総数 ２，０３９名

同意率 ６７．８％

市が主体となって作成する
「個別避難計画」

地域が作成する
「個別避難計画」

名簿提供のみの人
（災害リスクのない人）

（セルフプランで対応の人）

要介護３～５、身障手帳１種
精神１・２級、療育手帳Ａ
難病者、希望による登録者

【令和７年度の目標】
同意者の総数 ２，６２２名

災
害
時
要
配
慮
者
支
援
事
業
名
簿

現 状 令和7年度
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同意勧奨による
登録者増

「個別避難計画」の作成推進
（軽度・中度の要支援者）

【具体的な取組】
・名簿提供時に計画作成を勧奨
・地域版防災マップ作成等を通じた地域
の避難支援体制の強化
・自主防災ネットワークとの連携、先進事
例の紹介等による地域の避難支援体制
の強化

共助で避難支援が困難な
場合の「個別避難計画」
（重度の障害をお持ちの人）
（名簿提供に不同意の人）

【具体的な取組】
・令和３・４年度で３０件のモデル実施を
推進、令和５年度からの実装を目指す。
・モデル実施を通じて、避難手法、 避難
先のパターンの検討を行うとともに、実
装に向けた体制の検討等を行う。

京都府 福知山市 個別避難計画作成のプロセス

★ 要配慮者名簿登録、個別避難計画作成の推進イメージ

【避難のあり方検討会における指標】
・対象者の７割の登録を目指す

・個別避難計画の策定目標 １，９６６名

災
害
時
要
配
慮
者
支
援
事
業
名
簿



個別避難計画作成のプロセス
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京都府 福知山市

★ 市が主体となって作成する様式・・・令和３年度 防災と福祉の連携促進事業 災害時ケアプラン

※ 兵庫県の防災と福祉の連携促進モデル事業 災害時ケアプランを参考にして作成

令和３年度 防災と福祉の連携促進モデル事業 災害時ケアプラン 取り扱い注意

令和３年11/10 調整 地域包括2

基礎情報

氏 名

●● ●●●

生年
月日

昭和● 年 ● 月 ● 日 （ ●● 歳）
●● ●●●

住 所 福知山市●●●●●番地（●●） 性 別 女

電 話
（固定電話） ●●●●-●●-●●●●

ＦＡＸ なし
（携帯電話） ●●●-●●-●●●●（娘）

E-Mail なし

家族
構成
・
同居
情報等

独居 高齢者のみ世帯（ 人） その他 （ ● 人）

●と●の●人暮らし。主な介護者は娘。●●が●地内に居住。

居住建物

普段いる部屋 １階の居間

寝室の場所 １階の居間

建物の階数 2階 （アパート等 階中、自宅は 階）

要介護認定/手帳
状況 要介護認定 要介護● 身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

医療福祉サー
ビス等

かかりつけ医療機関
●●医院
●●で●●に通院

電話番号 ●●医院 ●●-●●●●

持病/既往歴 認知症 難聴

居宅介護支援事業所
相談支援事業所 ●●●● 電話番号 ●●●●-●●-●●●●

家族等
緊 急
連絡先

①

氏 名 ●● ● 続柄等 息子 住 所 福知山市●●

電 話 ●●-●●●● ＦＡＸ E-Mail

②

氏 名 続柄等 住 所

電 話 ＦＡＸ E-Mail

緊急時の
情報伝達

家族を通して本人に伝える

避難時の
課題と

支援（配慮すること）
方法

認知症により、状況判断が厳しい。
※水害の多い地域であり、同居家族は常から避難に対する意識が高いが、認知症もあり、慣れない場所での抵抗感があり、集団がいる避難
場所での避難は難しい。ホテル避難ができないかと考えておられる。

避難行動要支援者名簿提供事業 同意・地域への名簿提供済み

避難時携行
医薬品/
介護器具等

●●●症候群治療の●●装置と電源

避難先での留意事項 慣れない場所で本人がどのような行動をとられるかは不明。家族が傍で見守ることが可能

避難所情報

地区避難所 ●●会館 避難不可

指定避難所 ●●●会館 避難不可

福祉避難所の必要性 あり なし

備考 ホテルの一室等への避難の検討を

避難
支援者

①

氏 名 電話番号

住 所

②

氏 名 電話番号

住 所

福知山市長 様

令和 年 月 日

私は、上記の災害時ケアプランの内容について、誤り等が無いことを確認しました。
また、表１の内容を理解するとともに、表２の災害時ケアプランの提供に関して同意します。

【表１】

避難支援は、あくまでも普段からの地域の支え合いによって少しでも災害時の被害を減らそうとするもので、避難支援者の任意の協力により行
われるものです。避難支援者の方にお願いするのは、できる範囲での支援であり責任を問われるものではありません。また、見守り支援者が不
在や被災等により、避難支援ができない場合があります。

【表２】

① 災害時ケアプランを市の関係部署、消防署、警察署に提供すること。
② 災害時ケアプランを地域支援者に提供すること。

※地域支援者とは、自治会（自主防災組織含む。）の役員、民生委員・児童委員、
民生児童協力委員、福祉委員等

災害時ケアプラン
作成者

事業所名：
氏名 印

作成者名： 代理署名 印

（本人との関係）
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京都府 福知山市

★ 市が主体となって作成する様式・・・令和３年度 防災と福祉の連携促進事業 災害時ケアプラン

令和3年11月10日作成●●　●様 　【災害時の対応フローチャート】

●さんの体調 安定

【土師川三俣水位2.8ｍ超過、なお上昇】

警戒レベル４避難指示発令で 確実な 避難

行動を！！

※●●さんテレビのⅾボタンで水位を把握

救急車

救助

入院・避難の連絡を

高齢者福祉課へ。
24-7013

退院の連絡も

お願いします。

自力で避難が困難自力での避難が可能

自家用車

避難支援

避難先

●●さんより

●●自主防災組織に協力要請

会長●●●氏●●-●●●●

避難時必要器具（別紙）の持

出・移動支援

※出発時ＱＲコード読込（家族）

・必要器具等を準備し

避難を開始

●●大橋～Ｒ９～●●

※出発時ＱＲコード読

込（家族）
救急車で

〇〇病院へ

搬送

・●さんの体調不良

・すでに災害が発生

救助を要請

救急車の派遣

救助隊の派遣

避難のスイッチ

●●への避難が困難な場合

●● 到着

※到着時ＱＲコード読み込み（施設）

帰宅時は●●さんから高齢者福祉課へ連

絡24-7013

・広域避難所 ●●

・●●会館（公設福祉避難ス
ペース）

・●●駐車場

・避難することがすでに困難

な場合、自宅の２階への避難
（命を守る最低限の行動）

・避難準備開始

①●●さんから高齢者福祉課へ避難の連絡（24-7013）

②高齢者福祉課から民間社会福祉連協（●●-●●●●）へ連絡

③民間社会福祉連協から●●（●●-●●●●）へ連絡

④民間社会福祉連協から受入れの可否を高齢者福祉課（24-7013）へ連絡

⑤高齢者福祉課から●●さん（●●-●●●●）に受入の可否を伝達

※道中、冠水などで身動きができなくなっ

たら、その場で立ち止まり 通報


